
料率の要素と算定の考え方（過去の支給実績により算定）

① 業務災害分
短 期 給 付：３年間で平均して収支が均衡するように算定（純賦課方式）
長期給付(※)：将来分の給付費用を含め全額徴収するように算定（充足賦課方式） ※新規年金給付分

② 過去債務分
統合時既裁定の年金給付の将来支給分の総額(移換金)と、労災保険へ統合時に移換される積立金の額

との差(積立金差額)の償却に充てる分で、償却期間(３５年)中、一律の率で賦課するように算定。

③ 非業務災害分
他の業種と同じ率

④ 社会復帰促進等事業費等
他の業種と同じ率

船員保険統合に伴う労災保険率の設定について

船員保険の職務上疾病・年金部門は、平成22年1月に労災保険に相当する部分が労災保険制度に統合される予定

労災保険に船員に係る業種を新設
（船員労働の特殊性を共有する一つの保険集団として、同じ種類の事業として取り扱う。）



船員保険統合に伴う労災保険率の設定等について

１ 事業の種類の名称

船員法第１条に規定する船員を使用して行う船舶所有者（船員保険法第３条に規定

する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者）の事業

（単位：1/1000）２ 労災保険率（案）

５０労災保険率

（内訳）

業 務 災 害 分 ２４.５

過 去 債 務 分 ２３.４

非 業 務 災 害 分 ０.６

社会復帰促進等事業費等 １.１

３ 所要額等

（１）賃金総額 ３１５,２１３ 百万円

（２）業務災害分

短期給付分 ３,９１５ 百万円

長期給付分 ３,８２４ 百万円

（３）非業務災害分 １８９ 百万円

（４）社会復帰促進等事業費分 ３４７ 百万円

（５）移換金等

移換金 ２３７,１１２ 百万円

統合時移換される積立金の額 ９８,２５９ 百万円

積立金差額 １３８,８５３ 百万円

（※）移換金・・・統合時既裁定年金給付の将来支給分の総額



 
 積立金の取扱いについて（粗い試算） 

失  業  部  門  約２７０億円 

※ 保険料率の比率に基づいて按分 

福祉・業務取扱部門 約５３億円 

職務上年金部門の移換金  
      

 ２,３７１億円 

失業部門の移換金  

【統合後】
 職務外疾病部門に係る被保険
者の保険料率の引下げに充てる

公法人化に係る移行経費 

（１）保険給付に係る準備金 

 

 

 

（２）公法人への移行経費 

約９８３億円（統合時移換できる金額：積立不足あり）※ 
① 職務上年金部門の積立金（約７５２億円） 
② 失業部門の積立金のうち、雇用保険への移換金の残額の船舶

所有者拠出に対応する部分（約１２４億円） 
③ 職務上疾病部門の積立金のうち、船員独自給付の準備金とした

残額（約２９億円） 
④ 職務外疾病部門の積立金のうち、保険給付に係る準備金とした

残額の船舶所有者拠出に対応する部分（約７８億円） 
 
※ 船員保険と労災保険の財政方式の違いにより、統合時に積立不

足が見込まれるが、この積立不足については、長期間で償却する。 

約２２億円 
⑤ 失業部門の積立金のうち、船員保険失業部門の給付費の

約１年分相当額（約２２億円） 
 
※ 雇用保険においては、年間の失業給付費の１年分の積

立金を保持すべきものとされている。 

約２０２億円 
⑥ 失業部門の積立金のうち、雇用保険への移換金の残額の

被保険者拠出に対応する部分（約１２４億円） 
⑦ 職務外疾病部門の保険給付に係る準備金とした残額のう

ち、被保険者拠出に対応する部分（約７８億円） 

（１）約５０億円 
⑧ 職務外疾病部門の積立金のうち、船員保険疾病部門の

給付費の約２ヶ月分相当額（約４０億円） 
⑨ 職務上疾病部門の積立金のうち、独自給付に係る準備

金相当額（約１０億円） 
 

※ 全国健康保険協会においては、健康保険事業に要す
る費用の支出に備えるため準備金（概ね１ヶ月分を想
定）を保有することとされている。  

（２）約５３億円 
⑩ 福祉・業務取扱部門の積立金（約５３億円） 

 
 

職務上疾病部門   約３９億円 
 
職務外疾病部門  約１９５億円 

⑨

④

⑧
⑦

⑥

⑤

③

⑩

※ 平成19年度までは決算、20年度は予算、 
21年度は概算要求。 

平成２１年度末時点の船員保険

制度が保有している積立金 

職務上年金部門  約７５２億円 
①

②



○ 年金受給者数（平成２１年度末推計値）
（人）

１－３級 ４－７級
4 231 1,363 8,006

○ 年金単価（平成２１年度末推計値）
（円）

１－３級 ４－７級
5,716,708 2,358,995 1,465,894 1,812,997

※平成17～19年度平均値から、賃金上昇率を平成20年度0.5%、平成21年度を1.0%として推計

○ 必要な積立金

○ 統合時移換される積立金の額

遺族補償年金

※　既裁定年金受給者については、平成19年度実績値から残存表を使用し推計し、平成20,21年度に新規に発生する年金受給者は、
　新規年金受給者平成17～19年度平均値から、同期間の被保険者数の増減率の平均値と連動させて推計した。

統合時に必要な積立金（船員分）

98,258,919,000

傷病補償年金
障害補償年金

傷病補償年金
障害補償年金

遺族補償年金

237,112,253,450
円

円

（注）必要な積立金の推計にあたり、
　　　・ 賃金上昇率は、1.0%とした。
　　　・ 運用利回りは、2.0%とした。
　　　・ 残存表は労災保険のものを使用している。



○ 統合時の年金受給者に必要な積立金とその算定方法 

   必要な移換金は、平成 21 年度末の年金受給者について、将来各年度に必要となる給付費用の合計額 

   各年度に必要となる給付費用 ＝ 年金受給者数 × 平均給付額 

 

  （注）平均給付額は積立金の利子収入を給付に充てること及び賃金上昇率を考慮して算定。 

 

・統合時に必要な移換金                     ・必要な移換金の算定例（障害 1-3 級） 

年金の種類 必要な積立金額 年度 
年金受給者数

   Ａ

平均給付額 

   Ｂ

給付費用 

  Ａ×Ｂ 

  百万円

 

  人 円 百万円 

障害(補償)年金 

1-3 級 
8,073 平成 21 年度 231 2,358,995 － 

障害(補償)年金 

4-7 級 
28,701 平成 22 年度 225 2,386,667 537 

遺族(補償)年金 200,108 平成 23 年度 215 2,362,791 508 

傷病(補償)年金 230 平成 24 年度 206 2,334,951 481 

計 237,112 …
 

…
 

…
 

…
 

平成 60 年度 17 1,647,059 28 
 

 

…
 

…
 

…
 

…
 

必要な積立金 8,073 
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実績値

今回用いる推計値

平成18年度推計値(35,000人下げ止まり）

船員保険被保険者数の推移（平成10年度～）（人）

0

平成 （年度）



（人）

前回
（平成１８年）

今回 差 前回
（平成１８年）

今回 差

① ② ②－① ③ ④ ④－③

10,933 10,933 0 73 73 0

10,533 10,740 207 71 85 14

10,137 10,575 438 66 82 16

9,743 10,375 632 62 75 13

9,352 9,988 636 60 76 16

8,969 9,604 635 56 73 17

は推計値

船員保険年金受給者の推計値対比表

年金受給者数 新規年金受給者数

平成２１年度

平成２０年度

平成１９年度

平成１８年度

平成１７年度

平成１６年度

年度



給付額 年金受給者数

（特別年金含む） （年度末）

（人） （千円） (千円） （千円） （人） （人）

平成17年度 62,428 319,548,660 4,286,940 18,798,155 10,740 85

平成18年度 60,880 310,918,438 4,074,159 18,607,713 10,575 82

平成19年度 60,253 315,172,370 3,915,478 18,565,631 10,375 75

長　期　給　付

船員保険に係る職務上疾病・年金給付額等データ

短期給付額

(特別支給金含む）
年     度

被 保 険 者 数

（年度平均）

賃 金 総 額

新規年金受給者数










